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くらしの相談 お気軽に 
山本邦夫市議  ９８２・８８４４  
巌   博市議  ９８２・９６６３  
亀田優子市議  ９８２・１２７７  
中村正公市議  ９８３・８３１２  

日本共産党八幡市議会議員団は１月３１

日、八幡市に２０１７年度予算に対する要

望書を提出しました。要望書は、ただちに

とりくむ緊急対策と６分野の個別要望から

なり、全体で９１項目です。（右の写真）  

熊本、鳥取県などでの大規模地震が続く

中、「福祉と防災のまちづくり」の視点を生

かし、憲法９条、２５条など平和とくらし

を守る立場を求めています。さらに若者を

海外の戦場に送り出す安保法制＝戦争法の

廃止、若狭湾などすべての原発の再稼働ス

トップ、政府による医療と介護の連続改悪

に反対することなどを求めています。  

医療・介護、子育て支援… 
個別事項では、高校卒業までの医療費無

料化、国民健康保険料、後期高齢者医療、

介護保険の保険料引き下げ、６５～７３歳

の医療負担を１割に軽減することを要求し

ています。  

幼稚園、小学校、中学校での少人数学級

の実施、ブラック企業・ブラックバイト根

絶のため市独自の相談体制の整備、上下水

道料金の引き下げなどを求めています。プ

ラスチックごみの回収は今も２週に１回の

回収にとどまっているのを改め、周辺自治

体と同様、毎週１回の回収を求めています。 

市の公共施設総合管理計画で、市庁舎の

現 地 での 建て 替え を打 ち 出し たこ とに 関

し、市民への情報公開、市民の声を生かし

てとりくむこと、廃校となった３小学校跡

地 が 防災 計画 で避 難場 所 とな って いる の

に、売却を含む検討をしていることについ

ては見直しを求めています。  

＜裏面に緊急対策要望項目を掲載＞  

 

 

 

２月１７日（金）１８：３０～２０：３０ 
八幡市文化センター第１講習室（３階） 

相談時間（各３０分程度） 
①１８：３０～  
②１９：００～  
③１９：３０～  
④２０：００～  

働くこと、くらしのこと、借金問

題などお気軽に相談を。京都法律

事務所の弁護士がお聞きします。 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

日本共産党八幡市議団が提出した２０１７年度予算要望書のうち、国政、市

の緊急対策に関する内容は次のとおりです。  

＜はじめに＞  

 大規模地震が続いており、八幡市におい

ても「福祉と防災のまちづくり」の視点で、

市政運営に努めること。  

＜憲法・地方自治法の立場を尊重

し、国に態度表明すること＞  

・憲法を生かし、市政に反映すること。と

りわけ９条の平和の理念、２５条のくら

し・福祉を守る視点を大切にすること。  

・若者を戦場に送り出す安保法制＝戦争法

の廃止を求めること。  

・若狭湾の原発をはじめすべての原発再稼

働に反対すること。国にたいし、「原発」ゼ

ロに向けたエネルギー政策の抜本的転換を

強く求め、再生可能エネルギーを普及する

こと。  

・消費税１０％の増税を断念すること。  

・日本経済、農業、医療保険制度を破壊し、

国の主権をおびやかすＴＰＰ（環太平洋連

携協定）、関連法を実施しないこと。  

・政府による医療と介護の連続改悪に反対

すること。生活保護改悪、年金削減に反対

すること。  

＜ただちに取り組む緊急対策＞  

・子どもの医療費無料化を高校卒業まで拡

充すること。  

・国民健康保険料、後期高齢者医療制度の

保険料を引き下げること。  

・７０歳以上の高齢者バス助成制度を復活

すること。  

・６５歳から７３歳の高齢者の医療負担を

１割に軽減すること。  

・上下水道料金を引き下げること。  

・幼稚園、小学校、中学校において、少人

数学級を実施すること。  

・中小企業地域振興基本条例を策定し、中

小企業・小規模事業者への支援にとりくむ

こと。市内事業者の悉皆（しっかい）調査

をおこなうこと。  

・ブラックバイト・ブラック企業の根絶を

めざし、市として必要な調査と指導をおこ

なうこと。市独自に相談体制を設置するこ

と。  

・プラスチックごみを毎週回収すること。  

・公共施設総合管理計画について。①市庁

舎の建て替えについては、耐震調査と経過、

今後の具体的な計画づくりについて市民へ

の情報公開をすすめ、市民の声を生かして

とりくむこと。②避難所となっている３つ

の学校跡地について売却を含む処分を視野

に入れているが、防災計画と矛盾するよう

な内容は見直すこと。学校跡地の利用につ

いては、地域住民のニーズをくみ上げ具体

化すること。  

・地域ごとの住民懇談会を開き、市民の声

をよく聞き、市民の声が生きる市政運営に

つとめること。  

 


